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「動物取扱業の適正化について（案）」に対する意見 
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（５）犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢について（３ページ） 

【【【【意見意見意見意見】】】】生後生後生後生後８８８８週未満週未満週未満週未満のののの犬猫幼齢動物犬猫幼齢動物犬猫幼齢動物犬猫幼齢動物のののの親兄弟親兄弟親兄弟親兄弟からのからのからのからの引引引引きききき離離離離しをしをしをしを禁止禁止禁止禁止すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

理由：欧米の動物愛護先進諸国では、早くに親兄弟から引き離し展示販売することは

動物福祉に著しく反するとして、８週規制が導入されている事実がある。これ

ら諸外国の犬猫と日本の犬猫に違いはないことから、規制日齢に違いを設ける

ことの合理的理由はない。 

 

（９）関連法令違反時の扱い（登録拒否等の再検討）について（６ページ） 

【【【【意見意見意見意見】】】】動物愛護法以外動物愛護法以外動物愛護法以外動物愛護法以外のののの法令違反法令違反法令違反法令違反があったがあったがあったがあった場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、動物取扱業動物取扱業動物取扱業動物取扱業のののの登録拒否登録拒否登録拒否登録拒否・・・・登録登録登録登録

取消取消取消取消・・・・業務停止業務停止業務停止業務停止をををを行行行行えるようにすべきでありえるようにすべきでありえるようにすべきでありえるようにすべきであり、、、、特特特特にににに狂犬病予防法違反狂犬病予防法違反狂犬病予防法違反狂犬病予防法違反をををを追加追加追加追加すべきすべきすべきすべき

であるであるであるである。。。。    

理由：狂犬病の予防注射は、狂犬病予防法で年 1 回の接種が義務づけられ、義務違

反は刑罰（２０万円以下の罰金）を科されるにもかかわらず、動物取扱業者に

よる予防接種率は極めて少ない現状である。 

   特に一箇所で多頭を飼育している業者における狂犬病発生時のリスクは高く、

動物愛護法に密接に関係する法令違反をしているにもかかわらず業務が行え

るという現状は直ちに是正すべきであることは明らかである。 

 

＜その他の意見＞（2）（4） 

【【【【意見意見意見意見】】】】繁殖業者繁殖業者繁殖業者繁殖業者へのへのへのへの規制規制規制規制・・・・監督及監督及監督及監督及びびびび個体識別個体識別個体識別個体識別のためのためのためのため、、、、トレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティ制度制度制度制度をををを制定制定制定制定

すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

理由：現状のペット流通生産現場では、過剰な繁殖で伝染病や遺伝疾患が蔓延し、

動物も飼い主も苦しめている。規制なき「命の流通」を改めるため、出荷段階

でのマイクロチップ装着によるトレーサビリティを確保すべきである。それに

より、遺伝疾患等が発症した際、繁殖元が迅速にわかり繁殖の制限や停止など

の措置が取れ、被害を最小限に抑える事ができる。 

 

 送信先 環境省動物愛護管理室 FAX：03-3508-9278 


